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特に記載がない場合は各記事の問合
せ先窓口・市HPで配布しています。

安城オリジナル
カクテルが誕生しました

An Tonicアントニック

有害な鳥の駆除を実施

時５月14日㈯午前５時4５分～8時、
　５月2８日㈯・７月23日㈯・９月

17日㈯午前6時～９時
※天候により延期又は中止の場
合有。予備日５月21日㈯、6月
４日㈯、７月3０日㈯、９月24日
㈯。

場市内全域の農地
内農作物を食べ荒らすドバト、ム

クドリ、カラス等を散弾銃及び
空気銃を使い駆除

他事故防止のため、農地に子ども
が近づかないように注意し、飼
いバト等は放さないでください

問農務課（☎〈71〉2233）

５月１５日～６月５日は　　　
町を美しくする運動

　運動期間中の日曜日（５月1５日・
22日・2９日、6月５日）を「市民清
掃の日」と定めます。自宅周辺の
清掃、各町内会や事業所による清
掃活動に協力し、地域のみなさん
できれいな町をつくりましょう。
問清掃事業所（☎〈76〉3０５3）

市観光協会及び市農畜産物特産品協議会は、市内のバー
８店舗の監修のもと、特産物を使った安城オリジナルカ
クテルを開発しました。
5月１３日㈮（「カクテルの日」）から数量限定で販売します。

問商工課（☎〈71〉223５）

イチジク、梨、チンゲンサイ、キュウリ等を漬
け込んだお酒「AN」をトニックウォーターで割っ
たカクテル

〈販売方法〉　
一部の市内飲食店（市HP参照）にて販売

※安城市産のイチジクや梨のピューレを使用したカクテルも下記の
監修店で販売。
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農道・農地についてのお願い

農道の通行にご配慮ください
　農道を幹線道路の抜け道として利用する一
般車両と農作業車とのトラブルが多発してい
ます。
　田植えの時期、農作業中の車や大型機械が
農道に停車していることが多くなり、一般車
両とすれ違いができなくなる場合も想定され
ます。農道は、農作業を行うために整備されたものです。一般車両の無理
な通行はご遠慮ください。
農地へのポイ捨てはやめてください

　道路沿いの農地へのごみのポイ捨てが目立っています。
タバコの吸い殻は稲に悪影響を及ぼします。空き缶・空
き瓶は、トラクター等の農業機械の故障や作業者のケガ
の原因となりかねません。
　ごみのポイ捨ては市の条例（下記参照）違反です。

問土地改良事業室（☎〈71〉2236）

安城市ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例（抜粋）
（市民等の責務）
第３条　市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、
環境の美化に努めるとともに、市が実施するポイ捨ての防止に関
する施策に協力しなければならない。

①しんぶんであそぼっ！
時５月21日㈯・22日㈰午前1０時
～11時

講山下由圭氏（中日新聞西部店）
対４歳以上（未
　就学児は保護
者同伴）

定各1０人（先着）
￥1００円
②父の日ボードをつくろう

時５月2８日㈯・2９日㈰午前1０時
～11時

対４歳以上の親子
定各1０人（先着）
￥1個3００円
③かしわもちづくり

時6月４日㈯・５日㈰午前1０時
～11時

講神谷直子氏
対過去に参加経験がない４歳以
上の親子

定各1０人（抽選）
￥1人3００円
④万華鏡をつくろう
時6月11日㈯午前1０時～11時3０
分

講社本祐加子氏
対小学1年生以上（小学３年生
以下は保護者同伴）

定５人（先着）　￥1個3００円
⑤不用な包装紙でアンブレラ
飾りづくり

時6月12日㈰午前1０時～11時
講神谷香津枝氏
対４歳以上（小
学1年生以下
は保護者同伴）

定1０人（先着）
￥2００円

エコきちへ行こう

共通事項 
申①②④⑤➡５月6日㈮午前９
　時から電話で柿田公園管理事
務所エコきち（☎〈９８〉37８4）へ
③➡５月6日㈮～
13日㈮にQRコー
ドから申込み

流域モニタリング一斉調査
に参加しませんか

時調査期間➡6月５日㈰～９月3０
日㈮の希望日

内身近な川や池等で「水のきれい
さ」「水の量」「生態系」「水辺の様
子」を調査

申申込書を持参かファクス・Ｅメ
　ールで環境都市推進課（FAX〈76〉11
　12／kankyo@city.anjo.lg.jp）へ
※申込期限は調査時
期により異なります。
詳細は市HPを参照。

問環境都市推進課（☎〈71〉22０6）

吉野先生と一緒に矢作川水
源の森を観察しよう！

時５月21日㈯午前７時3０分～午後
５時

場集合・解散➡市役所西駐車場　
　活動場所➡茶臼山周辺（長野県
根羽村）　※バスで移動します。

内植物博士の吉野氏とともに、自
然林や矢作川の水源を観察

対中学生以上
￥1０００円（バス代・保険代を含む）
定1０人（先着）
持昼食、飲料、手袋、雨具
申５月6日㈮午前8時からページ
上部の共通申込事項と生年月日
　をファクスかEメールでNPO法
　人エコネットあんじょう（FAX〈５５〉
　131５／info@econetanjo.org）へ
問エコネットあんじょう（☎〈５５〉
131５）、市環境都市推進課（☎〈71〉
　22８０）

河川愛護モニター

内活動内容➡小川橋付近からJR東
海道本線矢作川橋梁付近までの
矢作川を観察し、河川愛護に関
するテーマのレポートを毎月提
出　任期➡7月１日から１年間　
謝礼➡月額４０００円程度

対観察範囲の近くに住む2０歳以上
で、川に接する機会が多い人

申5月2０日㈮までに、応募用紙を
郵送（必着）又はファクスで国土
交通省豊橋河川事務所（〒４４１－
8１４9豊橋市中野町字平西１－６
　／FAX０532〈４8〉8１００）へ
※同所HPからも応募可。

問国土交通省豊橋河川事務所（☎
０532〈４8〉8１０5）、市維持管理課（☎
〈7１〉2237）




